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高齢者のみなさんのお困りごとだけではな
く、ご家族や地域の方からのご相談も受け
付けています。お困りごとはありませんか？
ご相談ください。

「介護予防」に取り組んでいただくお手伝い
をします。
また、要介護状態区分が要支援１・２の方等
へ、介護予防のケアプランを作成します。

此花区
地域包括支援センター
☎6462‐1225
【場所】伝法3-2-27
　　　此花ふれあいセンター内
【担当地域】
● 伝法　● 高見
● 酉島1丁目・2丁目・
  3丁目１～14番・
  4丁目1番

此花区南西部地域包括支援センター
☎6462‐9301
【場所】春日出中1-２２-１３
　　　総合医療介護施設あかつき１階
【担当地域】
● 西九条　　● 朝日　　　● 四貫島　　● 梅香
● 春日出北　● 春日出中　● 春日出南　● 島屋
● 桜島　　　● 常吉　　　● 北港　　　● 梅町
● 酉島3丁目15～27番・4丁目2番・
　　  5丁目・6丁目

春日出地域総合相談窓口
（ブランチ）

☎6467-2933
【場所】西九条１-１-２
　　　ケアセンター水都ホーム内

包括って、どんなところ？
「地域包括支援センター」は、高齢者のみなさんやご家族を支えるために、さまざまな相談に応じる機関です。

西九条・梅香・春日出中・
春日出南地域の方は
こちらへもどうぞ

　地域にお住まいの高齢者のみなさんやそのご家族からの介護、福祉、保健に関する相談
に応じる身近な総合相談窓口（ブランチ）を設置しています。総合相談窓口（ブランチ）は
「地域包括支援センター」と連携しています。

総合相談窓口
（ブランチ）

なんでもご相談ください

介護支援専門員（ケアマネ
ジャー）への支援を行います。
また、地域の関係者やさまざま
な関係機関がつながりあう「ネッ
トワークづくり」にも取り組んで
います。

地域の関係機関と
連携して支えます

成年後見制度の活用について
の相談や高齢者虐待、消費者被
害を防ぐための取組みなどを
行っています。

高齢者のみなさんの
権利を守ります

自立した生活のお手伝いをします

地域包括
支援センター

【開設日】地域包括支援センター　　（月～金）9：00～19：00　（土）9：00～17：00（祝日・年末年始を除く）
　　　　総合相談窓口（ブランチ）　（月～金）9：00～17：30（祝日・年末年始を除く）

相談は無料です。まずはお住まいの地域を担当する窓口にご相談ください。


